
預金規定の改定および電子化のお知らせ  

令 和 2 年 3 月

お 客 さ ま 各 位

新 潟 縣 信 用 組 合  

平素は、当組合をご利用いただきまして誠にありがとうございます。  

当組合は、令和 2 年 4 月からの改正民法施行を踏まえ、各種預金規定を下記のとおり改

定いたします。改定後の規定は、規定改定前よりお取引のあるお客さまにも適用させてい

ただきます。  

 また、本改定にあわせて、環境に配慮した取組みの一環として各種預金規定等の電子化

（当組合ホームページへの掲載）をいたします。  

 これに伴い、当組合ホームページで最新の預金規定等をご確認いただけるようになるこ

とから、当組合窓口での預金規定等の配付を終了させていただきます。  

 今後もより一層のサービス向上に努めてまいりますので、何卒ご理解を賜りますようお

願いいたします。  

なお、預金規定等を書面でご希望される場合には、窓口までお申出ください。  

また、預金規定等の電子化につきましては、順次対象を拡大する予定としております。  

記  

１．主な改定内容  

（１）規定の変更に関する事項の追加  

預金規定等の変更にあたり、必要な手続き・要件を預金規定等に追加いたしました。  

○（規定の変更） ＜新設＞

（１）この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があ

ると認められる場合には、当組合ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方

法で周知することにより、変更できるものとします。 

（２）前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。  

（２）後見人等が法定後見制度の対象となった場合の届出の義務化の明記  

 預金者が後見制度の適用を受けた場合に加え、その成年後見人等代理人が後見制度

の適用を受けた場合も同様に届出いただくことを預金規定等に明記いたしました。  

○（成年後見人等の届出） ＜追加＞

（１）（略）預金者の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・補佐・後見

が開始された場合も同様にお届けください。  

（３）各種定期預金の満期日前解約に関する制限の明確化  

 定期預金の満期日前解約について、各種定期預金規定へ別項に示す等明確化いたし

ました。  

※自由金利型定期預金規定 ＜抜粋＞  

３．（利息） ＜下線部分が変更箇所＞  

（１）～（２） （変更なし）  

（３）この預金を第 5 条第 1 項により満期日前に解約する場合には、その利息（以下「期

限前解約利息」という）は、預入日から解約日の前日までの預入日数および次の利率

によって計算し、この預金とともに支払います。＜以下略＞  

５．（預金の解約、書替継続） ＜下線部分を追加＞  

（１）この預金は、当組合がやむをえないと認める場合を除き、満期日前に解約すること

はできません。  

（２）、（３） （変更なし）※番号繰下げ  

２．改定日  

令和 2 年 4 月 1 日（水）



３．対象となる預金規定等  

改定内容 対象預金規定 

・規定の変更に関する事項の追加

・後見人等が法定後見制度の対象と

なった場合の届出の義務化の明記 

当座勘定規定 

当座勘定規定（専用約束手形用） 

普通預金規定 

決済用（無利息型）普通預金規定 

貯蓄預金規定 

納税準備預金規定 

通知預金規定（証書、通帳） 

定期積金規定 

以上９規定 

・規定の変更に関する事項の追加

・後見人等が法定後見制度の対象と

なった場合の届出の義務化の明記  

・各種定期預金の満期日前解約に関

する制限の明確化 

けんしん変動金利定期預金規定 

けんしん自動継続変動金利定期預金規定 

けんしん据置期間後解約自由定期預金規定 

けんしんスーパー定期証書規定 

けんしん自動継続自由金利型定期預金規定 

けんしん自由金利型定期預金規定 

けんしん期日指定定期預金規定 

積立定期預金規定 

べすと積立定期預金規定 

財産形成定期預金各規定（積立、期日指定、住

宅、年金） 

通帳式定期預金規定集 

定期性総合口座取引規定集 

以上１３規定、２規定集 

※改定後の預金規定は、こちらをご覧ください。

普通預金規定  

けんしんスーパー定期証書規定  

けんしん自由金利型定期預金規定 

定期積金規定 

以 上  

Afutuyokin-kitei202004.pdf
Bsurperteiki-kitei202004.pdf
Cjiyuukinriteiki-kitei202004.pdf
Dteikitumikin-kitei202004.pdf



